
令和７年度から、これまでの『集合徴収方式』から『単税徴収方式』へ市税の納め方が変わります。
それに伴い、令和７年度は税目毎にそれぞれ納税通知書をお送りしています。
また納税通知書は、①普通徴収が納付書払いの方（下記参照）と②普通徴収が口座振替の方または
特別徴収（年金天引き）のみの方（裏面参照）で様式が異なりますので、届いた通知書をよくご確認ください。

納税通知書が変わります!（国民健康保険税）

国民健康保険税の納付方法について記載され
ています。

納税通知書の見方① ～納付書払い～

【１ページ目】

今回の決定額（年税額）が記載されています。

【２ページ目】 ～賦課明細書～

【３ページ目】 ～納付方法・納付額～

【４～５ページ目】 ～個人明細書～

国民健康保険税は、
▸医療給付費分(基礎分)、
▸後期高齢者支援金分、
▸介護納付金分（※40歳から64歳まで対象）
で構成されています。

それぞれの項目について
「所得割」、加入者１人あたりの「均等割」及び
１世帯あたりの「平等割」の合計額から、軽減額
などを差し引いて、年税額を決定しています。

納付方法別（普通徴収または公的年金からの特別
徴収）の各期の納付額、および合計額が記載
されています。

国民健康保険に加入している世帯員の氏名や
所得割・均等割の金額など、個人ごとの明細が
記載されています。
※均等割・平等割の金額は、軽減前の金額となります。

裏面につづく



■国民健康保険税の課税限度額（上限）の引き上げ
令和7年4月1日施行の地方税法施行令の改正により、国民健康保険税の課税限度額について、医療給付費分が１万円、
後期高齢者支援金分が２万円引き上げられました。

改正後（令和7年度）改正前（令和6年度）区 分

66万円（+1万円）65万円
医療給付費分（基礎分）

（加入者全員）

26万円（+2万円）24万円
後期高齢者支援金分

（加入者全員）

17万円（変更なし）17万円
介護納付分

（40歳から64歳まで対象）

109万円（＋3万円）106万円合 計

別添納税通知書の記載事項に異議がある場合は、当該納税通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に文書で
市⾧に対して審査請求をすることができます。また当該納税通知書の決定の取消しを求める訴え（処分の取消しの訴え）は、
前記の審査請求にかかる裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に市を被告として（市⾧が被告の代表者とな
ります）提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することはできないとされていますが、

①審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい
損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処
分の取消しの訴えを提起することができます。

武雄市役所
〒843-8639 佐賀県武雄市武雄町大字昭和12番地10

｜課税内容のお問合せ｜ 税務課 ℡ 0954‐23‐9220
収納課 ℡ 0954‐23‐9219

お問い合わせ先

｜納税に関するご相談｜

納税通知書の見方② ～口座振替 または特別徴収(年金天引き)のみ～

国民健康保険税の「年税額」と「内訳※」が記載
されています。
※内訳の積算明細は本通知の下部「賦課明細」を参照ください。

徴収方法（特別徴収または普通徴収）と
特別徴収の場合の天引き対象となる年金情報
について記載されています。

【口座振替の場合のみ】
登録口座情報が記載されています。

納付月ごとの納付額が記載されています。

①医療給付費分、②後期高齢者支援金分、
③介護納付金分（40歳から64歳まで対象）の各区分
の積算明細が記載されています。

各年税額(K)＝積算合計(D)ー減額合計(J)

※積算合計(D)＝所得割額(A)+均等割額(B)+平等割額(C)
※減額合計(J) ＝均等割軽減額(E)+平等割軽減額(F)

+限度超過額(G)+月割増減額等(H)+減免額(I)

｜ 審査請求及び処分の取消しの訴え

｜ 令和７年度からの主な改正点


